下水道排水設備指定工事店指定の更新について（お知らせ）


平素より、本市の下水道事業にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
下水道排水設備指定工事店については、5年で指定期間（有効期間）が満了となり、更新手続きが必要となります。
つきましては、有効期間が2026年（令和8年）3月31日までの指定事業者は、次のとおり、更新申請をいただきますようお願いします。

１　更新申請受付期間・受付場所
2026年(令和8年) １月15日(木) から 2026年(令和8年) 1月30日（金）まで
〒720-8526広島県福山市古野上町15番25号　ふくやま上下水道料金センター
更新申請は、持参もしくは郵送も受け付けます。

２　申請時に必要な提出書類  
(1) 下水道排水設備指定工事店指定申請書　様式第１号
1 定款（法人）
2 登記事項証明書（法人）
3 住民票記載事項証明書又は外国人登録原票記載事項証明書（個人）
(2)　誓約書（自筆で署名してください）
(3)　営業所平面図及び付近見取図　様式第１号－２
① 営業所の写真（外部・内部）
(4)　設備及び器材について　様式第１号－３
① 機材・作業車両の写真
(5)　専属責任技術者名簿　様式第２号
1 責任技術者証の写し（必須）
2 住民税特別徴収税額通知書の写し
3 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
4 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
5 従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得額納付額領収書の写し
6 申立書（②～⑤のいずれも添付できない場合）
　　　注：②～⑤の内いずれか1つを添付すること。
※チェックリストを参考に、添付する書類に不備がないよう確認してください。
申請書類は、福山市上下水道局ホームページ＞事業者の方へ＞下水道関係＞福山市下水道排水設備指定工事店関係書　からダウンロードしてください。

３　下水道排水設備指定工事店指定更新手数料 （福山市下水道条例第25条）
   １０，０００円
（提出書類を確認後、納付書を郵送します。納付書裏面記載の金融機関でお支払いください。）

４　指定工事店証の交付　
[bookmark: _Hlk217295393]　2026年(令和8年)3月19日から申請場所にて旧工事店証と引き換えを予定しております。
[bookmark: _Hlk217294854]　郵送をご希望の方は、返信用封筒（切手貼付け150ｇ以内）を同封の上、旧工事店証を郵送してください。確認後、新工事店証と指定工事店業務手引きを送付いたします。

５　下水道排水設備指定工事店に関するお問い合わせ先
福山市上下水道局　お客さまサービス課　排水設備担当　
〒720-8526　広島県福山市古野上町15番25号
TEL084-928-1532   FAX084-921-6050
e-mail:okyakusama@city.fukuyama.hiroshima.jp　

〇更新されない場合は、ホームページにある指定辞退届（添付書類あり）を作成し、上記問い合わせ先まで提出してください。
